
建設業者及び解体工事業の皆様へお知らせ

建物の解体工事については，建設リサイクル法や労働安全衛生法
（石綿），大気汚染防止法など関係法令を遵守しながら，分別・解体
する必要があります。
また，工事で発生した廃材などは，廃棄物処理法に基づき，排出事

業者（建設工事にあっては元請業者）の責任の下，適正に処理する
必要があります。
つきましては，建物の解体工事を実施する場合，別添のリーフレット

を参考に発注者へ十分な説明をしていただくともに必要な手続きを行うよ
うお願いします。
御協力よろしくお願いします。

【リーフレット】
・建物の解体工事に必要な主な手続き
・産業廃棄物の処理は，排出した事業者の責任です。
・産業廃棄物収集運搬車への表示・書類携帯義務について
・建築物の解体等に伴う事前調査について

問 合 せ 先
土木部監理課技術管理室（建設リサイクル法）
ダイヤルイン 099-286-3515

土木部建築課（建築基準法）
ダイヤルイン 099-286-3739

環境林務部廃棄物リサイクル対策課（産業廃棄物）
ダイヤルイン 099-286-2596

環境林務部環境保全課（大気汚染防止法）
ダイヤルイン 099-286-2627



事前調査結果報告
(床面積の合計が80㎡以上の場合等)

　　　　　　　 事前調査結果報告
(床面積の合計が80㎡以上の場合等)
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産業廃棄物収集運搬車への表示・書類携帯義務について（環境省作成，抜粋）





建築物の解体等に伴う事前調査について（環境省・石綿飛散防止リーフレットより抜粋）




